
 北海道地方独立行政法人評価委員会について  
 
 
１ 評価委員会の主な役割 

○ 評価委員会は中期目標の作成や中期計画の認可に際しての意見提示、法人の業務実績について
の評価を行うほか、評価結果を踏まえ必要に応じて業務運営の改善勧告を行うなど、地方独立行
政法人の目標・評価制度の根幹となる役割を担っている。 

 
【参考：地方独立行政法人の目標・評価制度の概要】 
 
  「目標設定→実施→評価→改善」のＰＤＣＡサイクル 
 
  Ｐ：知事は、法人が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を指示する。 
    法人は、指示された中期目標に基づき、目標を達成するための計画（中期計画・年度計画） 
   を作成する。 
  Ｄ：法人は、中期計画・年度計画に基づき業務を実施する。 
  Ｃ：評価委員会は、各年度及び中期目標期間の業務実績を評価する。 
  Ａ：法人は、評価結果を業務の運営の改善・次期計画の策定に反映する。 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 評価委員会のその他の業務 

○ 上記のほか、地方独立行政法人法で規定されている評価委員会の主な業務。 
 ・知事による財務諸表の承認の際の意見 
 ・中期計画で定める剰余金の使途に残余利益を充当するに当たって知事が承認する際の意見 
  ※毎年度決算（総利益計上時）において、「目的積立金」として知事が承認。 
 ・積立金を次期の中期目標期間の業務の財源に充当するに当たって知事が承認する際の意見 
  ※中期目標期間最終年度決算において、「前中期目標期間繰越積立金」として知事が承認。 
 ・出資等に係る不要財産の納付等に当たって知事が認可する際の意見 

 

中期目標 

○中期目標期間※の達成目標 

 ※札医大：６年、道総研：５年 

○知事が作成し法人に指示 

中期計画 

○中期目標達成のための 

業務運営計画 

○法人が作成し知事認可 

年度計画 

○各年度における業務計画 

○法人が作成し、知事に届出 

Ｐｌａｎ 目標設定 

評価委員会 

意見 意見 

○中期計画・年度計画に基づく 

業務の実施 

Do 実施 

◎評価委員会による業績評価 

（年度計画・中期目標期間評価） 

◎業務運営の改善等の勧告 

 

評価 
Check 評価 

○業務運営の改善 

○次期計画の策定 

Action 改善 
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